
JP 6927088 B2 2021.8.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載され、前記車両の走行によって得られる情報である走行データを取得するデ
ータ取得部（２７）と、情報を送信する車両側送信部（２４２）と、情報を受信する車両
側受信部（２４１）とを備え、前記車両側送信部は前記データ取得部で取得した前記走行
データを送信する車載端末（２）と、
　複数の前記車両の前記車載端末の前記車両側送信部から送信される前記走行データを収
集する収集部（３１１）を備える走行データ収集センタ（３）とを含み、
　前記走行データ収集センタは、
　前記車両の道路区間別の走行頻度に応じて、前記車両から前記走行データを収集する道
路区間を前記車両別に決定し、決定した前記道路区間においてそれぞれの車両の前記車載
端末で前記走行データを取得させるための収集指示情報を、取得が必要な走行データ及び
その走行データを取得する条件を示した情報である収集ニーズをもとに生成する収集指示
情報生成部（３９）と、
　情報を送信するセンタ側送信部（３１２）とを備え、
　前記センタ側送信部は、前記収集指示情報生成部で生成する前記収集指示情報を、それ
ぞれの車両の前記車載端末へ送信し、
　前記車載端末の前記車両側送信部は、前記データ取得部で取得した前記走行データを送
信する前に、前記走行データの概要を示す、この走行データよりも情報量の小さい概要情
報を送信し、
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　前記走行データ収集センタは、
　前記車載端末から前記概要情報を受信する場合に、前記収集部での前記走行データの収
集状況と、前記収集ニーズとをもとに、この概要情報に対応する前記走行データの要否を
判定する要否判定部（３７）を備え、
　前記センタ側送信部は、前記要否判定部での要否判定結果を前記車載端末に送信し、
　前記車載端末の前記車両側送信部は、前記走行データ収集センタから受信する前記要否
判定結果が、前記走行データを必要とするものである場合には前記走行データを送信する
一方、前記走行データを必要としないものである場合には前記走行データを送信しない走
行データ収集システム。
【請求項２】
　前記走行データ収集センタの前記収集指示情報生成部は、前記収集指示情報を、前記収
集部での前記走行データの収集状況と、前記収集ニーズとをもとに、前記収集ニーズの変
更がなくてもその収集状況において必要な前記走行データを取得させるための収集指示情
報に逐次更新し、
　前記走行データ収集センタの前記センタ側送信部は、逐次更新される前記収集指示情報
を、それぞれの車両の前記車載端末へ送信し、
　前記車載端末の前記データ取得部は、前記走行データ収集センタから、前記収集指示情
報生成部で新たに更新された前記収集指示情報を受信する場合、この新たに更新された前
記収集指示情報に従った前記走行データを取得するように変更する請求項１に記載の走行
データ収集システム。
【請求項３】
　前記収集ニーズには、前記走行データを取得する条件として、前記走行データの収集期
間も含むものであり、
　前記収集指示情報生成部は、前記収集指示情報を、前記収集期間内に少なくとも複数回
更新される頻度で逐次更新する請求項２に記載の走行データ収集システム。
【請求項４】
　前記車載端末は、前記車両の位置に関する位置関連情報も送信するものであり、
　前記走行データ収集センタは、
　複数の前記車両の前記車載端末から送信された前記位置関連情報から、複数の前記車両
の道路区間別の走行頻度を特定する走行頻度特定部（３４）を備え、
　前記収集指示情報生成部は、前記走行頻度特定部で特定した、複数の前記車両の道路区
間別の走行頻度に応じて、前記車両から前記走行データを収集する道路区間を、前記車両
別に決定する請求項１～３のいずれか１項に記載の走行データ収集システム。
【請求項５】
　前記収集指示情報生成部は、前記車両の道路区間別の走行頻度に応じて、この走行頻度
が閾値以上の道路区間を、前記車両から前記走行データを収集する道路区間として、前記
車両別に決定する請求項１～４のいずれか１項に記載の走行データ収集システム。
【請求項６】
　車両に搭載される車載端末（２）で取得して送信される、前記車両の走行によって得ら
れるデータである走行データを、複数の前記車両の前記車載端末から収集する収集部（３
１１）と、
　複数の前記車両の道路区間別の走行頻度に応じて、前記車両から前記走行データを収集
する道路区間を前記車両別に決定し、決定した前記道路区間においてそれぞれの車両の前
記車載端末で前記走行データを取得させるための収集指示情報を、取得が必要な走行デー
タ及びその走行データを取得する条件を示した情報である収集ニーズをもとに生成する収
集指示情報生成部（３９）と、
　情報を送信するセンタ側送信部（３１２）とを備え、
　前記センタ側送信部は、前記収集指示情報生成部で生成する前記収集指示情報を、それ
ぞれの車両の前記車載端末へ送信し、
　前記収集指示情報に従って前記走行データを取得した前記車載端末から前記走行データ
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を送信する前に送信される、前記走行データの概要を示す、この走行データよりも情報量
の小さい概要情報を受信する場合に、前記収集部での前記走行データの収集状況と、前記
収集ニーズとをもとに、この概要情報に対応する前記走行データの要否を判定する要否判
定部（３７）を備え、
　前記センタ側送信部は、前記要否判定部での要否判定結果を前記車載端末に送信する走
行データ収集センタ。
【請求項７】
　車両に搭載され、
　前記車両の走行によって得られるデータである走行データを取得するデータ取得部（２
７）と、
　情報を送信する車両側送信部（２４２）と、
　情報を受信する車両側受信部（２４１）とを備え、
　前記車両側送信部は、前記データ取得部で取得した前記走行データを、前記走行データ
を収集する走行データ収集センタ（３）に送信し、
　前記車両側送信部は、
　前記データ取得部で取得した前記走行データを送信する前に、前記走行データの概要を
示す、この走行データよりも情報量の小さい概要情報を送信し、
　前記走行データ収集センタから受信する、前記走行データ収集センタで、前記走行デー
タの収集状況と、取得が必要な走行データ及びその走行データを取得する条件を示した情
報である収集ニーズとをもとに判定した、その概要情報に対応する前記走行データの要否
判定結果が、前記走行データを必要とするものである場合には前記走行データを送信する
一方、前記走行データを必要としないものである場合には前記走行データを送信しない車
載端末。
【請求項８】
　前記車両側受信部は、前記走行データ収集センタから送信される、複数の前記車両の道
路区間別の走行頻度に応じて前記車両別に決定される、自車についての前記道路区間にお
いて前記走行データを取得させるための収集指示情報を受信し、
　前記データ取得部は、前記車両側受信部で前記収集指示情報を受信した場合に、受信し
た前記収集指示情報に従って前記走行データを取得する請求項７に記載の車載端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、複数の車両から走行データを収集するための走行データ収集システム、走行
データ収集センタ、及び車載端末に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数の車両から走行データを収集し、収集した走行データを分析して利用する技
術が知られている。例えば特許文献１には、複数のプローブカーから取得した旅行情報を
もとに、センタが各区間を通過した全プローブカーの通過速度の平均値を区間ごとに算出
することで交通混雑状態を算定し、旅行案内に利用する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２８１６７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に開示されているような従来技術では、走行データを収集す
る走行データ収集センタ側での無駄な負荷及びコストが大きくなってしまう問題点があっ
た。詳しくは、以下の通りである。
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【０００５】
　分析に必要な走行データの量は道路毎に一定量あればよいが、道路によって車両の交通
量が異なるため、交通量が少ない道路では収集される走行データが足りなくなる一方、交
通量が多い道路では収集される走行データが過剰になることが考えられる。収集される走
行データが過剰になる場合、走行データ収集センタ側における、走行データを収集するた
めの通信負荷，収集した走行データを記憶しておくメモリに余裕を持たせるためのコスト
，収集した走行データを分析するための処理負荷等が無駄に大きくなってしまう。地図の
生成及び／又は道路の変化を確認するために画像を走行データとして収集する場合には、
走行データの情報量が大きくなるので、走行データ収集センタ側での無駄な負荷及びコス
トの問題点が特に大きくなってしまう。
【０００６】
　この開示のひとつの目的は、走行データ収集センタ側での無駄な負荷及びコストを抑え
て必要な量の走行データを収集することを可能にする走行データ収集システム、走行デー
タ収集センタ、及び車載端末を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的は独立請求項に記載の特徴の組み合わせにより達成され、また、下位請求項は
、開示の更なる有利な具体例を規定する。特許請求の範囲に記載した括弧内の符号は、ひ
とつの態様として後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであって
、本開示の技術的範囲を限定するものではない。
【０００８】
　上記目的を達成するために、本開示の走行データ収集システムは、車両に搭載され、車
両の走行によって得られる情報である走行データを取得するデータ取得部（２７）と、情
報を送信する車両側送信部（２４２）と、情報を受信する車両側受信部（２４１）とを備
え、車両側送信部はデータ取得部で取得した走行データを送信する車載端末（２）と、複
数の車両の車載端末の車両側送信部から送信される走行データを収集する収集部（３１１
）を備える走行データ収集センタ（３）とを含み、走行データ収集センタは、車両の道路
区間別の走行頻度に応じて、車両から走行データを収集する道路区間を車両別に決定し、
決定した道路区間においてそれぞれの車両の車載端末で走行データを取得させるための収
集指示情報を、取得が必要な走行データ及びその走行データを取得する条件を示した情報
である収集ニーズをもとに生成する収集指示情報生成部（３９）と、情報を送信するセン
タ側送信部（３１２）とを備え、センタ側送信部は、収集指示情報生成部で生成する収集
指示情報を、それぞれの車両の車載端末へ送信し、車載端末の車両側送信部は、データ取
得部で取得した走行データを送信する前に、走行データの概要を示す、この走行データよ
りも情報量の小さい概要情報を送信し、走行データ収集センタは、車載端末から概要情報
を受信する場合に、収集部での走行データの収集状況と、収集ニーズとをもとに、この概
要情報に対応する走行データの要否を判定する要否判定部（３７）を備え、センタ側送信
部は、要否判定部での要否判定結果を車載端末に送信し、車載端末の車両側送信部は、走
行データ収集センタから受信する要否判定結果が、走行データを必要とするものである場
合には走行データを送信する一方、走行データを必要としないものである場合には走行デ
ータを送信しない。
【０００９】
　また、上記目的を達成するために、本開示の走行データ収集センタは、車両に搭載され
、車両の走行によって得られるデータである走行データを取得するデータ取得部（２７）
と、情報を送信する車両側送信部（２４２）と、情報を受信する車両側受信部（２４１）
とを備え、車両側送信部は、データ取得部で取得した走行データを、走行データを収集す
る走行データ収集センタ（３）に送信し、車両側送信部は、データ取得部で取得した走行
データを送信する前に、走行データの概要を示す、この走行データよりも情報量の小さい
概要情報を送信し、走行データ収集センタから受信する、走行データ収集センタで、走行
データの収集状況をもとに判定した、その概要情報に対応する走行データの要否判定結果
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が、走行データを必要とするものである場合には走行データを送信する一方、走行データ
を必要としないものである場合には走行データを送信しない。
【００１０】
　これらによれば、取得が必要な走行データ及びその走行データを取得する条件を示した
情報である収集ニーズを、センタ側送信部からそれぞれの車両の車載端末へ送信するので
、それぞれの車両の車載端末で、この収集ニーズに従って走行データが取得されることに
なる。従って、走行データ収集センタ側での収集ニーズを超える走行データの受信を抑制
し、走行データ収集センタ側での無駄な負荷及びコストを抑えつつ、収集ニーズに収まる
走行データは送信し、走行データ収集センタ側で必要な量の走行データを収集することを
可能にする。さらに、車載端末から受信する概要情報は、走行データよりも情報量が小さ
いので、走行データの要否を判定するために用いる情報を車載端末から走行データ収集セ
ンタ側で受信する情報量を抑え、走行データ収集センタ側での無駄な負荷及びコストを抑
えることが可能になる。その結果、走行データ収集センタ側での無駄な負荷及びコストを
抑えて必要な量の走行データを収集することが可能になる。
【００１１】
　また、走行データ収集センタは、車載端末から概要情報を受信する場合に、収集部での
走行データの収集状況と、収集が必要な走行データ及びその走行データを収集する条件を
示した情報である収集ニーズとをもとに、この概要情報に対応する走行データの要否を判
定し、要否判定結果を車載端末に送信する。よって、収集ニーズに収まる走行データは必
要と判定して車載端末から走行データ収集センタへ送信させる一方、収集ニーズを超える
走行データは必要でないと判定して車載端末から走行データ収集センタへ送信させないよ
うにすることが可能になる。従って、収集ニーズを超える走行データの受信を抑制し、走
行データ収集センタ側での無駄な負荷及びコストを抑えつつ、収集ニーズに収まる走行デ
ータは受信し、必要な量の走行データを収集することを可能にする。さらに、走行データ
収集センタが車載端末から受信する概要情報は、走行データよりも情報量が小さいので、
走行データの要否を判定するために用いる情報を車載端末から受信する情報量を抑え、走
行データ収集センタ側での無駄な負荷及びコストを抑えることが可能になる。その結果、
走行データ収集センタ側での無駄な負荷及びコストを抑えて必要な量の走行データを収集
することが可能になる。
【００１２】
　また、上記目的を達成するために、本開示の車載端末は、車両に搭載され、車両の走行
によって得られるデータである走行データを取得するデータ取得部（２７）と、情報を送
信する車両側送信部（２４２）と、情報を受信する車両側受信部（２４１）とを備え、車
両側送信部は、データ取得部で取得した走行データを、走行データを収集する走行データ
収集センタ（３）に送信し、車両側送信部は、データ取得部で取得した走行データを送信
する前に、走行データの概要を示す、この走行データよりも情報量の小さい概要情報を送
信し、走行データ収集センタから受信する、走行データ収集センタで、走行データの収集
状況と、取得が必要な走行データ及びその走行データを取得する条件を示した情報である
収集ニーズとをもとに判定した、その概要情報に対応する走行データの要否判定結果が、
走行データを必要とするものである場合には走行データを送信する一方、走行データを必
要としないものである場合には走行データを送信しない。
【００１３】
　これによれば、車両側送信部は、走行データ収集センタから受信する要否判定結果が、
走行データを必要とするものである場合は走行データを送信する一方、走行データを必要
としないものである場合は、走行データを送信しない。よって、収集ニーズに収まる走行
データは走行データ収集センタへ送信させる一方、収集ニーズを超える走行データは走行
データ収集センタへ送信させないようにすることが可能になる。従って、走行データ収集
センタ側での収集ニーズを超える走行データの受信を抑制し、走行データ収集センタ側で
の無駄な負荷及びコストを抑えつつ、収集ニーズに収まる走行データは送信し、走行デー
タ収集センタ側で必要な量の走行データを収集することを可能にする。さらに、車載端末
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から走行データ収集センタに送信する概要情報は、走行データよりも情報量が小さいので
、走行データの要否を判定するために用いる情報を車載端末から走行データ収集センタ側
で受信する情報量を抑え、走行データ収集センタ側での無駄な負荷及びコストを抑えるこ
とが可能になる。その結果、走行データ収集センタ側での無駄な負荷及びコストを抑えて
必要な量の走行データを収集することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】走行データ収集システム１の概略的な構成の一例を示す図である。
【図２】車載端末２の概略的な構成の一例を示す図である。
【図３】収集指示情報の一例を説明するための図である。
【図４】走行データ収集センタ３の概略的な構成の一例を示す図である。
【図５】走行頻度マップの一例を説明するための図である。
【図６】収集ニーズの一例を説明するための図である。
【図７】要収集リストの生成の一例を説明するための図である。
【図８】収集指示情報の生成の一例を説明するための図である。
【図９】走行データ収集システム１での走行データ取得関連処理の流れの一例を示すシー
ケンス図である。
【図１０】車載端末２での走行リンク特定送信処理の流れの一例を示すフローチャートで
ある。
【図１１】走行データ収集センタ３での走行頻度特定処理の流れの一例を示すフローチャ
ートである。
【図１２】走行データ収集センタ３での収集指示情報生成処理の流れの一例を示すフロー
チャートである。
【図１３】車載端末２での収集問い合わせ処理の流れの一例を示すフローチャートである
。
【図１４】走行データ収集センタ３での要否判定関連処理の流れの一例を示すフローチャ
ートである。
【図１５】車載端末２での走行データ送信関連処理の流れの一例を示すフローチャートで
ある。
【図１６】走行データ収集センタ３での走行データ収集処理の流れの一例を示すフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図面を参照しながら、開示のための複数の実施形態を説明する。なお、説明の便宜上、
複数の実施形態の間において、それまでの説明に用いた図に示した部分と同一の機能を有
する部分については、同一の符号を付し、その説明を省略する場合がある。同一の符号を
付した部分については、他の実施形態における説明を参照することができる。
【００１６】
　（実施形態１）
　＜走行データ収集システム１の概略構成＞
　以下、本開示の実施形態１について図面を用いて説明する。図１に示すように、走行デ
ータ収集システム１は、複数の車両の各々に搭載された車載端末２、及び走行データ収集
センタ３を含んでいる。
【００１７】
　車載端末２は、車両に搭載されて、その車両の走行によって得られる走行データを取得
する。また、車載端末２は、走行データ収集センタ３と通信を行い、自車で取得した走行
データを走行データ収集センタ３に送信する。ここで言うところの車両は、例えば自動車
であり、一般車両であっても、タクシー，運送車両等の商用車両であってもよい。車載端
末２の詳細については後述する。
【００１８】
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　走行データ収集センタ３は、例えばサーバ装置であり、走行データを活用する走行デー
タ活用システムから走行データの収集ニーズを受け、その収集ニーズに対応した走行デー
タを複数の車両の車載端末２から収集し、収集した走行データを走行データ活用システム
に提示する。走行データ収集センタ３は、車両に搭載されている車載端末２へ、その車載
端末２で走行データを取得すべき道路区間（つまり、リンク）、取得すべき走行データ、
及びその走行データの取得条件を示した収集指示情報を送信し、車載端末２から送信され
る走行データを収集する。なお、走行データ収集センタ３は、１つのサーバ装置からなる
ものであってもよいし、複数のサーバ装置からなっているものであってもよい。走行デー
タ収集センタ３の詳細については後述する。
【００１９】
　＜車載端末２の概略構成＞
　まず、図２を用いて車載端末２の概略構成を説明する。車載端末２は、前述したように
車両に搭載されるものであり、図２に示すように、ロケータ２１、地図データベース（以
下、ＤＢ）２２、マップマッチング部２３、通信部２４、収集指示情報格納部２５、取得
判定部２６、走行データ取得部２７、及び走行データ格納部２８を備えている。
【００２０】
　ロケータ２１は、ＧＮＳＳ（Global Navigation Satellite System）受信機及び慣性セ
ンサを備える。ＧＮＳＳ受信機は、複数の人工衛星からの測位信号を受信する。慣性セン
サは、例えばジャイロセンサ及び加速度センサを備える。ロケータ２１は、ＧＮＳＳ受信
機で受信する測位信号と、慣性センサの計測結果とを組み合わせることにより、自車の車
両位置を検出する。車両位置は、例えば緯度／経度の座標とすればよい。なお、車両位置
の検出には、自車に搭載された車速センサで検出した車速から求められる走行距離を用い
る構成としてもよい。
【００２１】
　地図ＤＢ２２は、不揮発性メモリであって、リンクデータ，ノードデータ等の地図デー
タを格納している。リンクデータは、リンクを特定する固有番号であるリンクＩＤ、リン
クの長さを示すリンク長、リンク方向、リンクの形状情報、リンクの始端と終端とのノー
ド座標、及び道路属性の各データから構成される。道路属性としては、道路名称、道路種
別、道路幅員、車線数、及び速度規制値等がある。一方、ノードデータは、地図上のノー
ド毎に固有の番号を付したノードＩＤ、ノード座標、ノード名称、ノード種別、ノードに
接続するリンクのリンクＩＤが記述される接続リンクＩＤ、交差点種別等の各データから
構成される。
【００２２】
　マップマッチング部２３は、ロケータ２１で逐次検出される車両位置と地図ＤＢ２２に
格納されている地図データとをもとに、マップマッチング処理を行うことで、自車の走行
中のリンク（以下、走行リンク）を逐次特定する。
【００２３】
　通信部２４は、走行データ収集センタ３と通信を行う。通信部２４は、例えば基地局及
び公衆通信網を介して走行データ収集センタ３と通信を行う。通信部２４は、一例として
、ＤＣＭ（Data Communication Module）といったテレマティクス通信に用いられる車載
通信モジュールによって、テレマティクス通信で用いる通信網を介して走行データ収集セ
ンタ３と通信を行う構成とすればよい。
【００２４】
　通信部２４のうちの受信部２４１は、走行データ収集センタ３から送信されてくる情報
を受信する。この受信部２４１が車両側受信部に相当する。一例として、受信部２４１は
、走行データ収集センタ３から収集指示情報が送信されてきた場合に、この収集指示情報
を受信し、収集指示情報格納部２５に格納する。収集指示情報格納部２５は、例えば不揮
発性メモリとすればよい。
【００２５】
　ここで、図３を用いて収集指示情報の一例について説明を行う。図３は、ある車両につ
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いての収集指示情報の一例である。収集指示情報には、車両別に、走行データを取得すべ
きリンクが対応付けられている。一例としては、図３に「リンク１，２」として示したよ
うに、走行データを取得すべきリンク（以下、取得対象リンク）のリンクＩＤが対応付け
られている構成とすればよい。また、収集指示情報には、取得対象リンクについて、取得
すべき走行データの種類，量，取得期間といった取得条件が対応付けられている。図３の
例では、走行データの種類は、項目「カメラ画像」，「速度」，「前後加速度」，「横加
速度」，「ウィンカー信号」，「ブレーキ信号」，「ＡＢＳ動作」，「燃料消費量」等に
あたる。走行データの量は、走行データの種類の項目「カメラ画像」に対応する内容「４
０走行分」にあたる。走行データの取得期間は、取得条件の項目「期間」に対応する内容
「２０１６／１／１～２０１６／１２／３１」にあたる。
【００２６】
　また、収集指示情報には、取得対象リンクについて、走行データを取得する時間帯，走
行データを取得する車線，対象車種，走行方法等の取得条件も対応付けられている構成と
してもよい。図３の例では、走行データを取得する時間帯は、取得条件の項目「時間帯」
に対応する内容「１０：００～１９：００」にあたる。走行データを収集する車線は、例
えば上りと下り，第１走行車線と第２走行車線等とを区別する等すればよい。図３の例で
は、走行データを収集する車線は、取得条件の項目「収集車線」に対応する内容「上り車
線，第１走行車線」にあたる。対象車種は、取得条件の項目「対象車種」に対応する内容
「トラック」にあたる。走行方法は、取得条件の項目「走行方法」に対応する内容「平均
車速３０ｋｍ／ｈ以上」にあたる。
【００２７】
　収集指示情報格納部２５に格納される収集指示情報は、走行データ収集センタ３から新
たな収集指示情報が送信されてくるごとに、この新たな収集指示情報に更新される。また
、収集指示情報格納部２５に格納される収集指示情報は、取得条件のうちの取得期間が終
了した場合に消去される構成とすればよい。なお、通信部２４のうちの送信部２４２の詳
細については、後述する。
【００２８】
　取得判定部２６は、収集指示情報格納部２５に格納されている収集指示情報を参照し、
マップマッチング部２３で特定した自車の現在の走行リンクが、収集指示情報で自車に対
応付けられている取得対象リンクか否か判定する。
【００２９】
　走行データ取得部２７は、取得判定部２６で自車の現在の走行リンクが取得対象リンク
と判定した場合には、収集指示情報で取得対象リンクに対応付けられている取得条件に従
い、自車のセンサ等から自車の走行データを取得する。この走行データ取得部２７がデー
タ取得部に相当する。一例として、取得すべき走行データの種類に従い、取得すべき種類
の走行データを取得する。また、走行データの取得期間，走行データの取得時間帯，走行
データを取得する車線，対象車種，走行方法等の取得条件に合致した場合に、その取得対
象リンクの走行で得られる走行データを取得する。
【００３０】
　走行データ取得部２７で取得する走行データの一例としては、周辺監視カメラで撮像さ
れた自車周辺の画像データ，ロケータ２１で検出された車両位置，その車両位置の精度情
報，車速センサで検出された車速，Ｇセンサで検出された加速度，ジャイロセンサで検出
されたヨーレート等がある。車両位置の精度情報は、例えば、測位信号の受信点から見た
測位衛星Ｇｎの幾何学的配置に影響される測位精度劣化係数であるＤＯＰ（Dilution of 
precision）等とすればよい。また、走行データ取得部２７で取得する走行データは、ブ
レーキ操作に応じてブレーキスイッチから出力されるブレーキ信号，ウィンカー操作に応
じてウィンカースイッチから出力されるウィンカー信号，ＥＣＵから出力されるＡＢＳ（
Antilock Brake System）の動作情報，走行エネルギーの消費量等であってもよい。
【００３１】
　走行データ取得部２７は、取得した走行データを走行データ格納部２８に格納する。走
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行データ格納部２８は、揮発性メモリであってもよいし、不揮発性メモリであってもよい
。走行データ格納部２８は、取得した走行データと、この走行データの概要を示す概要情
報とを紐付けて走行データ格納部２８に格納する。概要情報は、対応する走行データより
も情報量の小さいデータであればよい。概要情報としては、走行データを取得した走行リ
ンクのリンクＩＤの他に、走行データを取得した際の取得条件，走行データの種類別の取
得の有無を示すフラグ等の情報を含む構成とすればよい。走行データの種類別の取得の有
無を示すフラグは、例えば走行データの種類別の取得の有無を１ビットの値で示すことで
情報量を抑えていることが好ましい。
【００３２】
　通信部２４のうちの送信部２４２は、情報を走行データ収集センタ３に送信する。この
送信部２４２が車両側送信部に相当する。一例として、送信部２４２は、マップマッチン
グ部２３で逐次特定される自車の走行リンクを走行データ収集センタ３に送信する。送信
部２４２は、マップマッチング部２３で逐次特定される自車の走行リンクの履歴を走行デ
ータ収集センタ３に送信する構成とすればよい。一例としては、自車のイグニッション電
源がオンになってからオフになるまでのトリップ間の走行リンクの履歴を例えば走行デー
タ格納部２８といったメモリに蓄積しておき、蓄積した走行リンクの履歴をトリップ終了
時に走行データ収集センタ３に送信する等すればよい。この走行リンク，走行リンクの履
歴が位置関連情報に相当する。ここで言うところの走行リンクとは、走行リンクのリンク
ＩＤであり，走行リンクの履歴は、走行リンクの履歴を示すリンクＩＤ群である。
【００３３】
　また、送信部２４２は、走行データ取得部２７で取得した走行データを走行データ格納
部２８に格納した場合に、この走行データを走行データ収集センタ３に送信する前に、こ
の走行データに対応する概要情報を、走行データ収集センタ３に送信する。送信部２４２
は、例えば走行データ取得部２７で取得した走行データを走行データ格納部２８に格納す
る都度、この走行データに対応する概要情報を走行データ収集センタ３に送信する構成と
すればよい。走行データ収集センタ３では、詳細は後述するが、この概要情報に対応する
走行データの要否を判定し、要否判定結果をこの概要情報の送信元の車載端末２へ送信す
ることになる。そして、車載端末２の受信部２４１でこの要否判定結果を受信することに
なる。
【００３４】
　送信部２４２は、走行データ収集センタ３から受信する要否判定結果が、走行データを
必要とするものである場合には、走行データを走行データ収集センタ３に送信する一方、
走行データを必要としないものである場合には、走行データを走行データ収集センタ３に
送信しない。言い換えると、送信部２４２は、概要情報の送信に応じて走行データ収集セ
ンタ３から送信される要否判定結果が、走行データを必要とするものである場合には、こ
の概要状態に対応する走行データを走行データ格納部２８から読み出して走行データ収集
センタ３に送信する一方、走行データを必要としないものである場合には、この概要状態
に対応する走行データを走行データ格納部２８から読み出して走行データ収集センタ３に
送信しない。
【００３５】
　送信部２４２は、走行データを走行データ収集センタ３に送信する場合に、マップマッ
チング部２３で逐次特定される自車の走行リンク、若しくはロケータ２１で逐次検出する
自車の車両位置も含ませて送信する構成とすればよい。なお、走行データ格納部２８に格
納される走行データは、走行データ収集センタ３から受信する要否判定結果に応じてこの
走行データを送信若しくは送信しないとした場合に消去する構成としてもよいし、格納か
ら一定期間経過で消去する構成としてもよい。
【００３６】
　＜走行データ収集センタ３の概略構成＞
　続いて、図４を用いて走行データ収集センタ３の概略構成を説明する。走行データ収集
センタ３は前述したように例えばサーバ装置であって、図４に示すように、通信部３１、
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走行履歴格納部３２、走行データ格納部３３、走行頻度特定部３４、走行頻度ＤＢ３５、
ニーズ取得部３６、ニーズ制御部３７、要収集リスト格納部３８、収集指示情報生成部３
９、収集指示情報格納部４０、及び収集結果出力部４１を備えている。
【００３７】
　通信部３１は、車載端末２と通信を行う。通信部３１は、例えば基地局及び公衆通信網
を介して車載端末２と通信を行う。通信部３１のうちの受信部３１１は、車載端末２から
送信されてくる情報を受信する。一例として、受信部３１１は、車載端末２からその車載
端末２を搭載する車両の走行リンク，走行リンクの履歴が送信されてきた場合には、この
走行リンク，走行リンクの履歴を受信する。
【００３８】
　受信部３１１は、車両の車載端末２から受信する走行リンク，走行リンクの履歴を、こ
の車両と対応付けて走行履歴格納部３２に格納する。一例としては、車両を識別可能な識
別子と走行リンク，走行リンクの履歴とを対応付けて格納する構成とすればよい。車両を
識別可能な識別子は、車両ＩＤであっても、車載端末２のＩＤであってもよいが、以降で
は車両ＩＤを例に挙げて説明を続ける。受信部３１１で走行リンクを受信する場合には、
同一の車両について逐次受信する走行リンクを時系列に沿ってこの車両の車両ＩＤと対応
付けて格納していくことで、走行リンクの履歴を格納する構成とすればよい。走行履歴格
納部３２としては、例えば不揮発性メモリを用いる構成とすればよい。受信部３１１は、
複数の車両の車載端末２から走行リンク，走行リンクの履歴を受信し、複数の車両につい
ての走行リンクの履歴を走行履歴格納部３２に格納する。
【００３９】
　また、受信部３１１は、車両の車載端末２から概要情報が送信されてくる場合に、この
概要情報を受信し、受信する概要情報とこの車両の車両ＩＤとをニーズ制御部３７に出力
する。
【００４０】
　さらに、受信部３１１は、走行データ収集センタ３から送信する収集指示情報に従って
車載端末２で取得した走行データが送信されてきた場合に、この走行データを受信する。
そして、受信部３１１は、受信した走行データを走行データ格納部３３に格納する。走行
データ格納部３３としては、例えば不揮発性メモリを用いる構成とすればよい。受信部３
１１は、複数の車両の車載端末２から受信する走行データを走行データ格納部３３に格納
し、複数の車両の車載端末２から送信される走行データを収集する。よって、この受信部
３１１が収集部に相当する。
【００４１】
　受信部３１１は、車載端末２から送信される走行データに含まれる、その車載端末２を
搭載する車両の走行リンク，車両位置等によって、走行データを取得したリンクを特定し
、受信した走行データをリンク別に走行データ格納部３３に格納すればよい。また、受信
部３１１は、車載端末２から送信される走行データに含まれる、その車載端末２を搭載す
る車両の走行リンク，車両位置等を、走行履歴格納部３２へ格納する走行リンクの履歴に
流用する構成としてもよい。なお、通信部３１のうちの送信部３１２の詳細については、
後述する。
【００４２】
　走行頻度特定部３４は、走行履歴格納部３２に格納されている直近の一定期間（例えば
１か月）分の履歴から、複数の車両ごとのリンク別の走行頻度を特定する。一例として、
走行頻度を特定する対象とした期間における、該当リンクの走行回数を算出し、算出した
この走行回数を走行頻度と特定すればよい。走行頻度特定部３４は、複数の車両ごとのリ
ンク別の走行頻度のマップ（以下、走行頻度マップ）を走行頻度ＤＢ３５に格納する。走
行頻度ＤＢ３５としては、例えば不揮発性メモリを用いる構成とすればよい。
【００４３】
　ここで、図５を用いて、走行頻度マップの一例について説明を行う。図５の例では、対
象とするリンクを走行した車両ＩＤ「車両Ａ」～「車両Ｄ」の車両ごとに、リンクＩＤ「
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リンク１」～「リンク５」のリンク別の走行頻度が対応付けられた走行頻度マップを示す
。図５の例では、「車両Ａ」については、「リンク１」，「リンク２」に走行頻度「１０
」が対応付けられており、「リンク３」～「リンク５」は走行頻度のデータなしとなって
いる。「車両Ｂ」については、「リンク１」は走行頻度のデータなしとなっており、「リ
ンク２」～「リンク４」に走行頻度「５」が、「リンク５」に走行頻度「２」が対応付け
られている。「車両Ｃ」については、「リンク１」，「リンク２」は走行頻度のデータな
しとなっており、「リンク３」～「リンク５」に走行頻度「１０」が対応付けられている
。「車両Ｄ」については、「リンク１」～「リンク５」に走行頻度「１０」が対応付けら
れている。
【００４４】
　なお、走行頻度特定部３４は、所定の期間が経過するごとに走行頻度を特定し直し、走
行頻度ＤＢ３５に格納している走行頻度マップを更新することが好ましい。ここで言うと
ころの所定の期間とは、任意に設定可能な期間である。なお、走行頻度マップの更新は、
オペレータの操作等をトリガとした不定期なものであってもよい。
【００４５】
　ニーズ取得部３６は、走行データ活用システムの収集ニーズを取得する。ニーズ取得部
３６は、走行データ活用システムとの間で通信接続を行って、自動的に収集ニーズを取得
する構成とすればよい。他にも、ニーズ取得部３６は、オペレータの操作によって走行デ
ータ収集センタ３に入力された走行データ活用システムの収集ニーズを取得する構成とし
てもよい。収集ニーズは、収集が必要な走行データ及びその走行データを取得する取得条
件を示した情報である。一例として、収集ニーズには、図６に示すように、走行データの
収集対象とする道路，区間，車線，時間帯，期間，車種，走行方法といった情報、及び収
集対象とする走行データの種類，データ量等がある。収集対象とする走行データのデータ
量（以下、収集量）については、必要とする走行回数で表す構成とすればよい。
【００４６】
　ニーズ制御部３７は、ニーズ取得部３６で取得する収集ニーズと、受信部３１１での走
行データの収集状況とをもとに、走行データを収集すべき区間、収集すべき走行データの
種類、及び収集量を決定し、走行データを収集すべき区間、収集すべき走行データの種類
、及び収集量を示す要収集リストを生成する。受信部３１１での走行データの収集状況と
しては、走行データ格納部３３に格納されている、収集済みの走行データを用いればよい
。ニーズ制御部３７は、生成した要収集リストを要収集リスト格納部３８に格納する。要
収集リスト格納部３８としては、例えば不揮発性メモリを用いる構成とすればよい。
【００４７】
　ここで、図７を用いて、ニーズ制御部３７での要収集リストの生成の一例について説明
を行う。ニーズ制御部３７では、ニーズ取得部３６で取得する収集ニーズと、受信部３１
１での走行データの収集状況とをもとに、収集ニーズに対しての収集済みの走行データで
の不足データを抽出する。
【００４８】
　図７の例では、所定の取得条件の走行データについて、収集ニーズでは、「カメラ画像
」，「速度」が「５０走行分」を必要としているのに対し、収集済みの走行データは、「
カメラ画像」が「１０走行分」であり、「速度」が「１００走行分」となっている。よっ
て、「速度」の走行データは、必要な収集量を満たしており不足はない。一方、「カメラ
画像」の走行データは、必要な収集量に対して「４０走行分」が不足している。従って、
ニーズ制御部３７は、「４０走行分」の「カメラ画像」の走行データを不足データとして
抽出する。続いて、ニーズ制御部３７は、抽出した不足データをもとに、走行データを収
集すべき区間、収集すべき走行データの種類、及び収集量を示す要収集リストを生成する
。図７の例では、走行データを収集すべき区間を含む上述の所定の取得条件と、収集すべ
き走行データの種類「カメラ画像」と、収集量「４０走行分」とを示す要収集リストを生
成する。
【００４９】
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　図７の例で示す所定の取得条件は、「道路名」が「Ｘ高速道路」，「区間」が「リンク
１～５」，「収集車線」が「上り車線，第１走行車線」，「時間帯」が「１０：００～１
９：００」，「期間」が「２０１６／１／１～２０１６／１２／３１」，「対象車種」が
「トラック」，「走行方法」が「平均車速３０ｋｍ／ｈ以上」となっている。
【００５０】
　ニーズ制御部３７は、要収集リストの生成を逐次行うことで、要収集リスト格納部３８
に格納する要収集リストを収集ニーズの変更がなくても逐次更新することが好ましい。一
例として、要収集リストの生成及び更新は、１時間ごと等の定期的に行う構成とすればよ
い。要収集リストの生成及び更新の頻度は、収集ニーズに取得条件として収集期間も含ま
れる場合には、この収集期間内に少なくとも複数回生成及び更新される頻度とすることが
好ましい。これによれば、収集期間内の受信部３１１での走行データの収集状況の変化に
合わせて、収集状況が進行するにつれて収集する必要がなくなった走行データを要収集リ
ストから外し、無駄な走行データの収集を抑えることが可能になる。また、収集期間内に
新たに別の収集ニーズが追加された場合に、追加で必要となる走行データを要収集リスト
に迅速に追加することができ、追加で必要となる走行データを迅速に収集可能となる。
【００５１】
　また、ニーズ制御部３７は、受信部３１１が車両の車載端末２から送信される概要情報
を受信部３１１で受信した場合に、受信部３１１から出力されるこの概要情報とこの車両
の車両ＩＤとを取得する。そして、ニーズ取得部３６で取得した収集ニーズと、受信部３
１１での走行データの収集状況とをもとに、この概要情報に対応する走行データの要否を
判定する。よって、このニーズ制御部３７が要否判定部に相当する。
【００５２】
　一例として、ニーズ制御部３７は、逐次更新する要収集リストと概要情報とから、概要
情報に対応する走行データが、要収集リストでの収集すべき走行データに該当する場合は
、この走行データを必要と判定する一方、要収集リストでの収集すべき走行データに該当
しない場合には、この走行データを必要としないと判定する。なお、走行データの要否は
、概要情報に対応する走行データの種類が複数種類存在する場合は、走行データの種類ご
とに判定すればよい。
【００５３】
　収集指示情報生成部３９は、車両のリンク別の走行頻度及び収集ニーズに応じて、車両
から走行データを収集するリンクを車両別に決定し、決定したリンクにおいてそれぞれの
車両の車載端末２で走行データを取得させるための収集指示情報を生成する。以下では、
収集指示情報の生成方法の詳細について、図５の走行頻度マップ及び図７の要収集リスト
を用いる場合を例に挙げて説明を行う。
【００５４】
　まず、収集指示情報生成部３９は、ニーズ取得部３６で取得した収集ニーズを用いてニ
ーズ制御部３７で生成した要収集リストに基づき、走行データを収集すべきリンク（つま
り、収集対象リンク）を決定する。一例として、収集対象とする道路の区間に該当するリ
ンクを収集対象リンクとして決定する。図７の要収集リストでは、取得条件とする「区間
」が「リンク１～５」であるので、収集対象リンクは、「リンク１～５」と決定される。
【００５５】
　また、収集指示情報生成部３９は、ニーズ制御部３７で生成した要収集リストに基づき
、収集すべき走行データ、その走行データの収集量、及びその走行データの取得条件も決
定する。図７の要収集リストでは、収集すべき走行データの種類「カメラ画像」に対して
収集量「４０走行分」が対応付けられているので、収集すべき走行データは「カメラ画像
」と決定され、収集量は「４０走行分」と決定される。なお、走行データの種類によって
収集量が異なる場合には、値の大きい収集量に揃える構成としてもよいし、収集量の異な
るものごとに収集量を決定する構成としてもよい。
【００５６】
　収集指示情報生成部３９は、取得条件としては、要収集リストに含まれる取得条件を、
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取得条件として決定すればよい。よって、図７の要収集リストに含まれる取得条件に従い
、取得条件として「道路名」が「Ｘ高速道路」，「収集車線」が「上り車線，第１走行車
線」，「時間帯」が「１０：００～１９：００」，「期間」が「２０１６／１／１～２０
１６／１２／３１」，「対象車種」が「トラック」，「走行方法」が「平均車速３０ｋｍ
／ｈ以上」と決定される。
【００５７】
　他にも、収集指示情報生成部３９は、走行頻度ＤＢ３５に格納されている走行頻度マッ
プから、車両別に走行頻度の高い収集対象リンクを抽出する。一例としては、走行回数が
閾値以上の収集対象リンクを抽出する。ここで言うところの閾値とは、複数回であって任
意に設定可能な値である。以降では閾値は５回である場合を例に挙げて説明を続ける。収
集対象リンクは、「リンク１～５」であり、閾値は５回であるので、図５の走行頻度マッ
プから、車両Ａについては走行頻度の高い収集対象リンクとして、「リンク１」，「リン
ク２」が抽出される。車両Ｂについては、「リンク２」～「リンク４」が抽出される。車
両Ｃについては、「リンク３」～「リンク５」が抽出される。車両Ｄについては、「リン
ク１」～「リンク５」が抽出される。
【００５８】
　そして、収集指示情報生成部３９は、車両別に抽出した取得対象リンクと、決定した収
集すべき走行データ、その走行データの収集量、及びその走行データの取得条件とから、
車両別の収集指示情報を生成する。収集指示情報は、車両別に異なるテーブルとして生成
すればよい。収集指示情報生成部３９は、収集指示情報に含まれる走行データを取得すべ
きリンク、取得すべき走行データ、及びその走行データの取得条件のうち、走行データを
取得すべきリンクについては、車両別に抽出した取得対象リンクを車両別に当てはめて収
集指示情報を生成すればよい。取得すべき走行データについては、決定した収集すべき走
行データとその走行データの収集量をもとに、各車両について共通に、取得すべき走行デ
ータの種類に対して収集量を対応付けることで、収集指示情報を生成すればよい。取得す
べき走行データの取得条件については、各車両について共通に、決定した収集すべき走行
データの取得条件を当てはめて収集指示情報を生成すればよい。
【００５９】
　ここで、図８を用いて、車両Ａ～車両Ｄについてそれぞれ生成される収集指示情報の一
例について説明を行う。車両Ａ～車両Ｄの収集指示情報は、図７の要収集リストに含まれ
る取得条件に従って決定される、「道路名」が「Ｘ高速道路」，「収集車線」が「上り車
線，第１走行車線」，「時間帯」が「１０：００～１９：００」，「期間」が「２０１６
／１／１～２０１６／１２／３１」，「対象車種」が「トラック」，「走行方法」が「平
均車速３０ｋｍ／ｈ以上」といった取得条件を共通に含むよう生成される。また、取得す
べき走行データとしては、図７の要収集リストに基づいて決定される、走行データの種類
「カメラ画像」に対する収集量「４０走行分」を共通に含むよう生成される。
【００６０】
　走行データを取得すべきリンクについては、車両別に抽出した取得対象リンクが、車両
別の収集指示情報にそれぞれ含まれるよう生成される。一例として、車両Ａの収集指示情
報には、走行データを取得すべきリンクとして、取得条件のうちの「区間」に対して「リ
ンク１」，「リンク２」が含まれるよう生成される。車両Ｂについては、「区間」に対し
て「リンク２」～「リンク４」が含まれるよう生成される。車両Ｃについては、「区間」
に対して「リンク３」～「リンク５」が含まれるよう生成される。車両Ｄについては、「
区間」に対して「リンク１」～「リンク５」が含まれるよう生成される。
【００６１】
　収集指示情報生成部３９は、生成した車両別の収集指示情報を収集指示情報格納部４０
に格納する。収集指示情報格納部４０としては、例えば不揮発性メモリを用いる構成とす
ればよい。なお、収集指示情報生成部３９は、収集量の異なる走行データの種類ごとに収
集量を決定した場合は、一例として、収集指示情報の生成についても収集量の異なる走行
データの種類ごとに分けて生成する構成とすればよい。
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【００６２】
　また、収集指示情報生成部３９は、収集指示情報の生成を逐次行って、収集指示情報格
納部４０に格納される収集指示情報を新たに生成した収集指示情報に更新することで、収
集ニーズの変更がなくても収集指示情報を逐次更新することが好ましい。これによれば、
収集ニーズの変更がなくても、走行データの収集状況の変化に応じて、収集する必要がな
くなった走行データを収集指示情報から迅速に外し、無駄な走行データの収集を抑えるこ
とが可能になる。
【００６３】
　収集指示情報生成部３９は、ニーズ取得部３６で取得する収集ニーズと、受信部３１１
での走行データの収集状況とをもとに、その収集状況において必要な走行データを取得さ
せるための収集指示情報に逐次更新すればよい。一例として、収集指示情報生成部３９は
、ニーズ制御部３７によって要収集リストが更新されるごとに、更新された要収集リスト
に合わせて収集指示情報を新たに更新することで収集指示情報を更新すればよい。
【００６４】
　一例として、収集指示情報の更新は、１時間ごと等の定期的に行う構成とすればよい。
収集指示情報の更新の頻度は、収集ニーズに取得条件として収集期間も含まれる場合には
、この収集期間内に少なくとも複数回更新される頻度とすることが好ましい。これによれ
ば、収集期間内の受信部３１１での走行データの収集状況の変化に合わせて、収集状況が
進行するにつれて収集する必要がなくなった走行データを収集指示情報から外し、無駄な
走行データの収集を抑えることが可能になる。また、収集期間内に新たに別の収集ニーズ
が追加された場合に、追加で必要となる走行データを収集指示情報に迅速に追加すること
ができ、追加で必要となる走行データを迅速に収集可能となる。
【００６５】
　通信部３１のうちの送信部３１２は、車載端末２へ情報を送信する。この送信部３１２
がセンタ側送信部に相当する。一例として、送信部３１２は、収集指示情報生成部３９で
生成する車両別の収集指示情報を、収集指示情報格納部４０から読み出して、それぞれの
車両の車載端末２に送信する。言い換えると、送信部３１２は、収集指示情報生成部３９
で逐次更新される車両別の収集指示情報を、収集指示情報格納部４０から読み出して、そ
れぞれの車両の車載端末２に送信する。送信部３１２が収集指示情報を送信する頻度は、
通信負荷を軽減するために、収集指示情報の更新の頻度よりも低くすればよい。例えば、
車両のイグニッション電源がオンになって車載端末２が起動するごとに、車載端末２から
収集指示情報を要求し、この要求に応じて送信部３１２が車載端末２に収集指示情報を送
信する構成としてもよい。
【００６６】
　また、送信部３１２は、ニーズ制御部３７での、車両の車載端末２から送信される概要
情報に対応する走行データの要否の判定結果である要否判定結果を、この概要情報の送信
元の車載端末２に送信する。なお、送信部３１２は、概要情報に対応する走行データの種
類が複数種類存在し、走行データの種類ごとに要否判定結果が得られる場合には、走行デ
ータの種類ごとの要否判定結果を送信する構成とすればよい。走行データの種類ごとの要
否判定結果を受信した車載端末２の送信部２４２では、走行データの種類ごとの要否判定
結果で必要とされる種類の走行データに絞って、走行データを走行データ収集センタ３に
送信する構成とすればよい。
【００６７】
　収集結果出力部４１は、走行データ格納部３３に収集して格納された走行データを、走
行データ活用システムへ出力する。収集結果出力部４１は、走行データ活用システムとの
間で通信接続を行って、走行データ格納部３３に収集して格納された走行データを自動的
に読み出して走行データ活用システムへ出力する構成とすればよい。他にも、収集結果出
力部４１は、走行データ格納部３３に収集して格納された走行データの出力を指示する旨
のオペレータの操作によって、走行データ格納部３３に収集して格納された走行データを
読み出して、例えば外部記憶媒体等に出力する構成としてもよい。
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【００６８】
　＜走行データ取得関連処理＞
　ここでは、図９のシーケンス図、及び図１０～図１６のフローチャートを用いて、走行
データ収集システム１での走行データの取得に関連する処理（以下、走行データ取得関連
処理）の流れの一例について説明を行う。図９のシーケンス図は、走行データ収集システ
ム１の全体での流れを示すシーケンス図であって、図１０～図１６のフローチャートは、
図９のルーチン別の流れを示すフローチャートである。
【００６９】
　まず、ステップＳ１では、車載端末２が、自車の走行リンクを逐次特定し、走行データ
収集センタ３に逐次送信する処理（以下、走行リンク特定送信処理）を行う。走行リンク
特定送信処理は、複数の車両の車載端末２で行われるものとする。ステップＳ２では、走
行データ収集センタ３が、Ｓ１で複数の車両の車載端末２から送信された走行リンクをも
とに複数の車両ごとのリンク別の走行頻度を特定する処理（以下、走行頻度特定処理）を
行う。
【００７０】
　ステップＳ３では、走行データ収集センタ３が、ニーズ取得部３６で取得した収集ニー
ズと、Ｓ２で特定した複数の車両ごとのリンク別の走行頻度とから、複数の車両ごとの収
集指示情報を生成する処理（以下、収集指示情報生成処理）を行う。ステップＳ４では、
走行データ収集センタ３が、Ｓ３で生成する車両別の収集指示情報をそれぞれの車両の車
載端末２へ送信する。
【００７１】
　ステップＳ５では、車載端末２が、Ｓ４で走行データ収集センタ３から送信された収集
指示情報に従って走行データを取得し、走行データ収集センタ３にこの走行データの送信
の要否を問い合わせるための概要情報を送信する処理（以下、取得問い合わせ処理）を行
う。
【００７２】
　ステップＳ６では、走行データ収集センタ３が、ニーズ取得部３６で取得した収集ニー
ズと、受信部３１１での走行データの収集状況とをもとに、Ｓ５で車載端末２から送信さ
れた概要情報に対応する走行データの要否を判定し、この車載端末２に要否判定結果を送
信する処理（以下、要否判定関連処理）を行う。
【００７３】
　ステップＳ７では、車載端末２が、走行データ収集センタ３から受信する要否判定結果
に応じて、Ｓ５で取得した走行データを走行データ収集センタ３に送信したり送信しない
ようにしたりする処理（以下、走行データ送信関連処理）を行う。
【００７４】
　ステップＳ８では、走行データ収集センタ３が、Ｓ７で車両の車載端末２から送信され
る走行データを収集する処理（以下、走行データ収集処理）を行う。なお、Ｓ１及びＳ２
の処理は、Ｓ３～Ｓ８の処理が行われるタイミングにも並行して行われる構成であっても
よい。また、Ｓ３の処理は、Ｓ４～Ｓ８の処理が行われるタイミングにも並行して行われ
る構成とすればよい。
【００７５】
　続いて、以下では図１０～図１６のフローチャートを用いて、図９のＳ１～Ｓ３，Ｓ５
～Ｓ８のルーチン別の流れについてそれぞれ説明を行う。
【００７６】
　［走行リンク特定送信処理］
　まず、図１０のフローチャートを用いて、車載端末２での走行リンク特定送信処理の流
れの一例について説明を行う。図１０のフローチャートの処理は、例えば車載端末２を搭
載する車両の前述したトリップごとに行う構成とすればよい。
【００７７】
　ステップＳ１０１では、ロケータ２１が自車の車両位置を逐次検出する。ステップＳ１
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０２では、マップマッチング部２３が、Ｓ１０１で逐次検出される車両位置と地図ＤＢ２
２に格納されている地図データとをもとにマップマッチング処理を行うことで、自車の走
行リンクを逐次特定する。ステップＳ１０３では、送信部２４２が、Ｓ１０２で逐次特定
される自車の走行リンクの履歴を走行データ収集センタ３に送信する。
【００７８】
　［走行頻度特定処理］
　続いて、図１１のフローチャートを用いて、走行データ収集センタ３での走行頻度特定
処理の流れの一例について説明を行う。図１１のフローチャートの処理は、例えば前述し
た所定の期間が経過するごとに行う構成とすればよい。
【００７９】
　ステップＳ２０１では、受信部３１１が、複数の車両の車載端末２からそれぞれ送信さ
れる走行リンクの履歴を受信する。ステップＳ２０２では、Ｓ２０１で受信した走行リン
クの履歴を走行履歴格納部３２に格納し、車両別の走行リンクの履歴を蓄積する。
【００８０】
　ステップＳ２０３では、走行頻度特定部３４が、走行履歴格納部３２に格納されている
直近の一定期間分の履歴から、複数の車両ごとのリンク別の走行頻度を特定する。ステッ
プＳ２０４では、走行頻度特定部３４が、Ｓ２０３で特定した複数の車両ごとのリンク別
の走行頻度を示す走行頻度マップを走行頻度ＤＢ３５に格納する。
【００８１】
　［収集指示情報生成処理］
　続いて、図１２のフローチャートを用いて、走行データ収集センタ３での収集指示情報
処理の流れの一例について説明を行う。図１２のフローチャートの処理は、ニーズ取得部
３６で走行データ活用システムの収集ニーズを取得した場合に、例えば１時間周期といっ
た一定の周期で行う構成とすればよい。
【００８２】
　ステップＳ３０１では、ニーズ制御部３７が、ニーズ取得部３６で取得する収集ニーズ
と、受信部３１１での走行データの収集状況とをもとに、走行データを収集すべき区間、
収集すべき走行データの種類、及び収集量を決定する。そして、走行データを収集すべき
区間、収集すべき走行データの種類、及び収集量を示す要収集リストを生成する。
【００８３】
　ステップＳ３０２では、収集指示情報生成部３９が、Ｓ３０１で生成した要収集リスト
と、走行頻度ＤＢ３５に格納されている走行頻度マップとをもとに、前述したようにして
車両別の収集指示情報を生成する。
【００８４】
　［収集問い合わせ処理］
　続いて、図１３のフローチャートを用いて、車載端末２での収集問い合わせ処理の流れ
の一例について説明を行う。図１３のフローチャートの処理は、例えば走行データ収集セ
ンタ３から送信される収集指示情報を車載端末２の受信部２４１で受信したときに開始す
る構成とすればよい。
【００８５】
　ステップＳ４０１では、受信部２４１が、走行データ収集センタ３から受信した収集指
示情報を収集指示情報格納部２５に格納する。ステップＳ４０２では、ロケータ２１が自
車の車両位置を検出する。ステップＳ４０３では、マップマッチング部２３が、Ｓ４０２
で検出される車両位置と地図ＤＢ２２に格納されている地図データとをもとにマップマッ
チング処理を行うことで、自車の走行リンクを特定する。
【００８６】
　ステップＳ４０４では、取得判定部２６が、収集指示情報格納部２５に格納されている
収集指示情報を参照し、Ｓ４０３で特定した自車の走行リンクが取得対象リンクか否か判
定する。そして、取得対象リンクと判定した場合（Ｓ４０４でＹＥＳ）には、ステップＳ
４０５に移る。一方、取得対象リンクでないと判定した場合（Ｓ４０４でＮＯ）には、ス
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テップＳ４０６に移る。
【００８７】
　ステップＳ４０５では、走行データ取得部２７が、収集指示情報で取得対象リンクに対
応付けられている取得条件に従い、自車のセンサ等から自車の走行データを取得する。な
お、取得条件に合致しない場合には、走行データを取得しない構成とすればよい。取得条
件として、「走行方法」が「平均車速３０ｋｍ／ｈ以上」といったような、リンクの走行
を完了しなければ判別できない取得条件を含む走行データについては、リンクの走行が完
了するまでそのリンクについての走行データを走行データ格納部２８に仮保存しておき、
取得条件に合致する場合は保存を継続する一方、取得条件に合致しなかった場合は仮保存
した走行データを消去する構成とすればよい。
【００８８】
　ステップＳ４０６では、走行データの送信タイミングであった場合（Ｓ４０６でＹＥＳ
）には、ステップＳ４０７に移る。ステップＳ４０７では、送信部２４２が、それまでに
取得した走行データの概要情報を走行データ収集センタ３へ送信する。一方、走行データ
の送信タイミングでなかった場合（Ｓ４０６でＮＯ）には、Ｓ４０２に戻って処理を繰り
返す。
【００８９】
　例えば、走行データの送信タイミングは、前述したトリップ終了時であってもよいし、
Ｓ４０５で新たな走行データを取得したときであってもよい。トリップ終了時を送信タイ
ミングとして採用した場合には、トリップ中に蓄積した複数の走行リンクについての走行
データの概要情報をまとめて送信すればよい。一方、Ｓ４０５で新たな走行データを取得
したときを送信タイミングとして採用した場合には、Ｓ４０５で新たな走行データを取得
するごとに、この走行データの概要情報を送信すればよい。収集問い合わせ処理は、収集
指示情報に含まれる取得条件のうちの収集期間が終了するまで逐次繰り返す構成とすれば
よい。
【００９０】
　［要否判定関連処理］
　続いて、図１４のフローチャートを用いて、走行データ収集センタ３での要否判定関連
処理の流れの一例について説明を行う。図１４のフローチャートの処理は、車載端末２か
ら受信部３１１で概要情報を受信した場合に開始する構成とすればよい。
【００９１】
　ステップＳ５０１では、ニーズ制御部３７が、受信部３１１から出力される概要情報と
この車両の車両ＩＤとを取得する。そして、ニーズ取得部３６で取得した収集ニーズと、
受信部３１１での走行データの収集状況とをもとに、この概要情報に対応する走行データ
の要否を判定する。
【００９２】
　ステップＳ５０２では、送信部３１２が、Ｓ５０１で判定した要否判定結果を、概要情
報の送信元の車載端末２に送信する。なお、車載端末２から、複数の走行リンクについて
の走行データの概要情報をまとめて受信した場合には、概要情報ごとに概要情報に対応す
る走行データの要否を判定し、概要情報ごとの要否判定結果を車載端末２へ送信する構成
とすればよい。この場合、例えば概要情報ごとの要否判定結果の車載端末２での区別は、
概要情報が走行リンク別の走行データの概要情報であるので、概要情報のうちのリンクＩ
Ｄを要否判定結果に紐付けて送信することで可能とすればよい。
【００９３】
　［走行データ送信関連処理］
　続いて、図１５のフローチャートを用いて、車載端末２での走行データ送信関連処理の
流れの一例について説明を行う。図１５のフローチャートの処理は、例えば走行データ収
集センタ３から送信される要否判定結果を車載端末２の受信部２４１で受信したときに開
始する構成とすればよい。
【００９４】
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　ステップＳ６０１では、走行データ収集センタ３から受信する要否判定結果が、走行デ
ータを必要とするものである場合（Ｓ６０１でＹＥＳ）には、ステップＳ６０２に移る。
一方、走行データを必要としないものである場合（Ｓ６０１でＮＯ）には、ステップＳ６
０３に移る。
【００９５】
　ステップＳ６０２では、送信部２４２が、Ｓ５で取得した走行データを走行データ収集
センタ３に送信する。一方、ステップＳ６０３では、送信部２４２が、Ｓ５で取得した走
行データを走行データ収集センタ３に送信しない。なお、Ｓ５で取得した走行データは、
Ｓ６０２，Ｓ６０３の処理が行われた場合に、格納されている走行データ格納部２８から
消去する構成とすればよい。
【００９６】
　複数の走行リンクについての走行データの概要情報ごとの要否判定結果を受信した場合
には、これらの走行データごとの要否判定結果に応じて走行データを走行データ収集セン
タ３へ送信したり送信しなかったりする構成とすればよい。また、走行データの種類ごと
の要否判定結果を受信した場合には、走行データの種類ごとの要否判定結果で必要とされ
る種類の走行データに絞って、走行データを走行データ収集センタ３に送信する構成とす
ればよい。
【００９７】
　［走行データ収集処理］
　続いて、図１６のフローチャートを用いて、走行データ収集センタ３での走行データ収
集処理の流れの一例について説明を行う。図１６のフローチャートの処理は、例えばＳ６
で走行データを必要とする要否判定結果を車載端末２へ送信した場合に開始する構成とす
ればよい。
【００９８】
　ステップＳ７０１では、受信部３１１が、車載端末２から送信されてくる走行データを
受信する。ステップＳ７０２では、受信部３１１が、Ｓ７０１で受信した走行データを走
行データ格納部３３に格納し、車載端末２から送信される走行データを収集する。走行デ
ータ格納部３３に収集して格納された走行データは、収集結果出力部４１により、走行デ
ータ活用システムへ出力される。
【００９９】
　＜実施形態１のまとめ＞
　実施形態１の構成によれば、取得が必要な走行データ及びその走行データを取得する条
件を示した情報である収集ニーズをもとに収集指示情報生成部３９で収集指示情報を生成
するので、車両別に決定したリンクにおいてそれぞれの車両の車載端末２で走行データを
取得させるための収集指示情報を生成することができる。また、この収集指示情報を車両
の車載端末２へ送信するので、それぞれの車両の車載端末２で、この収集指示情報に従っ
て走行データが取得される。収集指示情報生成部３９は、車両のリンク別の走行頻度に応
じて、車両から走行データを収集するリンクを、車両別に決定するので、リンクごとに走
行データを収集する車両を、そのリンクで走行データを取得し易い車両に決定することが
可能になる。よって、リンクごとに走行データを収集する車両を、そのリンクで走行デー
タを取得し易い車両に絞り込み、無差別に複数の車両に収集指示情報を送信する場合に比
べ、走行データ収集センタ３での無駄な通信量を抑えることが可能になる。
【０１００】
　また、走行データ収集センタ３は、車載端末２から概要情報を受信する場合に、受信部
３１１での走行データの収集状況と、ニーズ取得部３６で取得する収集ニーズとをもとに
、この概要情報に対応する走行データの要否を判定し、要否判定結果を車載端末２に送信
する。これに対して、車載端末２は、収集ニーズに収まる走行データは必要と判定して走
行データ収集センタ３へ送信させる一方、収集ニーズを超える走行データは必要でないと
判定して走行データ収集センタ３へ送信させない。従って、収集ニーズを超える走行デー
タの受信を抑制し、走行データ収集センタ３側での無駄な負荷及びコストを抑えることを
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可能にする。また、収集ニーズに収まる走行データは受信するので、走行データ収集セン
タ３で必要な量の走行データを収集することも可能になる。さらに、走行データ収集セン
タ３が車載端末２から受信する概要情報は、走行データよりも情報量が小さいので、走行
データの要否を判定するために用いる情報を車載端末２から受信する情報量を抑え、走行
データ収集センタ３側での無駄な負荷及びコストを抑えることが可能になる。その結果、
走行データ収集センタ３側での無駄な負荷及びコストを抑えて必要な量の走行データを収
集することが可能になる。
【０１０１】
　（実施形態２）
　実施形態１では、車載端末２で車両の走行リンクを特定し、特定した走行リンクを走行
データ収集センタ３へ送信する構成を示したが、必ずしもこれに限らない。例えば、車載
端末２で車両の走行リンクを特定せず、走行データ収集センタ３で車両の走行リンクを特
定する構成（以下、実施形態２）としてもよい。
【０１０２】
　実施形態２を採用する場合には、車載端末２からは、走行リンクの代わりに、ロケータ
２１で検出する車両位置を走行データ収集センタ３へ送信する構成とすればよい。この場
合には、この車両位置が位置関連情報に相当する。また、車載端末２に地図ＤＢ２２及び
マップマッチング部２３を備える代わりに、地図ＤＢ２２及びマップマッチング部２３と
同様の構成を走行データ収集センタ３が備える構成とすればよい。そして、走行データ収
集センタ３は、車載端末２から送信されてくる車両位置をもとにマップマッチング処理を
行って、車両の走行リンクを特定すればよい。
【０１０３】
　また、実施形態２を採用する場合、収集指示情報には、車両別に、走行データを取得す
べきリンクの代わりに、走行データを取得すべき車両位置（以下、取得対象位置）が対応
付けられる構成とすればよい。この場合、車載端末２の取得判定部２６は、自車の現在の
車両位置が、収集指示情報で自車に対応付けられている取得対象位置か否かを判定すれば
よい。なお、自車の現在の車両位置と取得対象位置とが略一致する場合に、自車の現在の
車両位置が取得対象位置と判定する構成とすればよい。そして、走行データ取得部２７は
、取得判定部２６で自車の現在の車両位置が取得対象位置と判定した場合に、収集指示情
報で取得対象位置に対応付けられている取得条件に従い、自車のセンサ等から自車の走行
データを取得する構成とすればよい。
【０１０４】
　なお、実施形態２を採用する場合には、車載端末２はロケータ２１を備えずに、他の装
置で検出された車両位置を取得して用いる構成としてもよい。
【０１０５】
　（実施形態３）
　前述の実施形態では、車載端末２から送信された走行リンク若しくは車両位置から、走
行データ収集センタ３で複数の車両ごとのリンク別の走行頻度を特定する構成を示したが
、必ずしもこれに限らない。例えば、走行データ収集センタ３以外のサーバ装置で特定さ
れた走行頻度を走行データ収集センタ３が取得することで利用可能な構成としてもよい。
他にも、走行データ収集センタ３のオペレータ等によって入力される車両ごとの運行記録
から、走行データ収集センタ３で複数の車両ごとのリンク別の走行頻度を特定する構成と
してもよい。
【０１０６】
　（実施形態４）
　前述の実施形態では、収集指示情報生成部３９が、収集ニーズの変更がなくても逐次更
新する構成を示したが、必ずしもこれに限らない。例えば、収集指示情報生成部３９が、
収集ニーズの変更がない限り更新しない構成としてもよい。この構成を採用した場合であ
っても、走行データ収集センタ３は、概要情報に対応する走行データの要否を判定し、要
否判定結果を車載端末２に送信し、車載端末２は、収集ニーズに収まる走行データは必要
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と判定して走行データ収集センタ３へ送信させる一方、収集ニーズを超える走行データは
必要でないと判定して走行データ収集センタ３へ送信させない。よって、走行データ収集
センタ３側での無駄な負荷及びコストを抑えて必要な量の走行データを収集することが可
能になる。
【０１０７】
　なお、本開示は、上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で
種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合
わせて得られる実施形態についても本開示の技術的範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１０８】
１　走行データ収集システム、２　車載端末、３　走行データ収集センタ、２４　通信部
、２７　走行データ取得部（データ取得部）、３４　走行頻度特定部、３７　ニーズ制御
部（要否判定部）、３９　収集指示情報生成部、２４１　受信部（車両側受信部）、２４
２　送信部（車両側送信部）、３１１　受信部（収集部）、３１２　送信部（センタ側送
信部）

【図１】

【図２】

【図３】
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